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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】透過率を向上させながら、駆動電圧を減少させ
ることが可能な液晶表示装置を提供する。
【解決手段】第１絶縁基板１００と、第１絶縁基板１１
０上に配置されたゲートラインと、第１絶縁基板１１０
上に配置されて駆動電圧が印加される第１電極ＰＥと、
該ゲートラインと交差するデータラインＤｊ、Ｄｊ＋１
と、データラインＤｊ、Ｄｊ＋１の上部にデータライン
Ｄｊ、Ｄｊ＋１に沿って形成されたバンプ１４０と、バ
ンプ１４０をキャッピングするシールド電極部Ｐ１及び
第１電極ＰＥの中央に位置する共通電極Ｐ２を含み、基
準電圧が印加される第２電極ＣＥと、を含む第１基板１
００と、第１絶縁基板１１０と対向する第２絶縁基板２
１０と、第２絶縁基板２１０上に配置された複数の色画
素を含むカラーフィルター層２３０と、を含む第２基板
２００と、第１基板１００と第２基板２００との間に介
在された液晶層２５０と、を含む、液晶表示装置。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１絶縁基板と、
　前記第１絶縁基板上に配置されたゲートラインと、
　前記第１絶縁基板上に配置されて駆動電圧が印加される第１電極と、
　前記ゲートラインと交差するデータラインと、
　前記データラインの上部に前記データラインに沿って形成されたバンプと、
　前記バンプをキャッピングするシールド電極部及び前記第１電極の中央に位置する共通
電極部を含み、基準電圧が印加される第２電極と、
　を含む第１基板と、
　前記第１絶縁基板と対向する第２絶縁基板と、
　前記第２絶縁基板上に配置された複数の色画素を含むカラーフィルター層と、
　を含む第２基板と、
　前記第１基板と前記第２基板との間に介在された液晶層と、
　を含む、液晶表示装置。
【請求項２】
　互いに隣接する２つの前記色画素は、前記バンプの上部で互いの一部がオーバーラップ
されて前記第１基板側に突出された突出部を提供し、
　前記バンプと前記突出部とによって前記液晶層のセルギャップが決定される、請求項１
に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記突出部は、前記第２基板を平面で見た場合に、楕円形状又は円形状を有し、ドット
形態に配置される、請求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　前記シールド電極部のエッジは、前記第１電極の一部がオーバーラップする、請求項１
～３のいずれか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　前記バンプの幅は、前記データラインの幅の１．５倍～２倍である、請求項１～４のい
ずれか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　前記バンプは、有機絶縁物質で構成され、前記有機絶縁物質の誘電率は３．２以下であ
る、請求項１～５のいずれか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　前記共通電極部は、前記データラインと平行である、請求項１～６のいずれか１項に記
載の液晶表示装置。
【請求項８】
　前記第２電極の前記シールド電極部と前記共通電極部との間にはスリットが形成され、
前記スリットの幅は、前記共通電極部の幅より大きい、請求項１～７のいずれか１項に記
載の液晶表示装置。
【請求項９】
　前記第１基板は、
　前記ゲートライン及び前記第１電極をカバーするゲート絶縁膜と、
　前記データラインをカバーする保護膜と、をさらに含み、
　前記データラインは、前記ゲート絶縁膜上に配置され、
　前記バンプは、前記保護膜上に配置される、請求項８に記載の液晶表示装置。
【請求項１０】
　前記スリットに対応して、前記ゲート絶縁膜及び前記保護膜には前記第１電極を露出さ
せるオープン部が提供される、請求項９に記載の液晶表示装置。
 
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は、液晶層を利用して映像を表示する平板表示装置である。液晶表示装置
は、液晶層を駆動する方法によって水平電界モード又は垂直電界モードに区分され得る。
水平電界モードの液晶表示装置は、２つの電極の間に水平電界を形成して液晶層を駆動し
て映像を表示し、垂直電界モードの液晶表示装置は、２つの電極の間に垂直電界を形成し
て液晶層を駆動して映像を表示する。
【０００３】
　垂直電界モードの液晶表示装置における２つの電極は、液晶表示パネルを形成する２つ
の基板の各々に提供されるが、水平電界モードの液晶表示装置における２つの電極は、２
つの基板のうちのいずれか一方の基板に提供される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許第８１３４６７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、水平電界モードにおいては、２つの電極が提供された基板側に隣接する液晶層
の液晶分子の制御は容易であるが、２つの電極が提供されない他の基板側に隣接する液晶
層の液晶分子の制御は容易でない。したがって、水平電界モードの液晶表示装置において
透過率が減少し、液晶分子の制御のために駆動電圧を増加させなければならないという問
題があった。
【０００６】
　そこで、本発明は、透過率を向上させながら、駆動電圧を減少させることが可能な、新
規かつ改良された液晶表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、第１絶縁基板と、前記第１絶
縁基板上に配置されたゲートラインと、前記第１絶縁基板上に配置されて駆動電圧が印加
される第１電極と、前記ゲートラインと交差するデータラインと、前記データラインの上
部に前記データラインに沿って形成されたバンプと、前記バンプをキャッピングするシー
ルド電極部及び前記第１電極の中央に位置する共通電極部を含み、基準電圧が印加される
第２電極と、を含む第１基板と、前記第１絶縁基板と対向する第２絶縁基板と、前記第２
絶縁基板上に配置された複数の色画素を含むカラーフィルター層と、を含む第２基板と、
前記第１基板と前記第２基板との間に介在された液晶層と、を含む、液晶表示装置が提供
される。
【０００８】
　互いに隣接する２つの前記色画素は、前記バンプの上部で互いの一部がオーバーラップ
されて前記第１基板側に突出された突出部を提供し、前記バンプと前記突出部とによって
前記液晶層のセルギャップが決定されてもよい。
【０００９】
　前記突出部は、前記第２基板を平面で見た場合に、楕円形状又は円形状を有し、ドット
形態に配置されてもよい。
【００１０】
　前記シールド電極部のエッジは、前記第１電極の一部がオーバーラップしてもよい。
【００１１】
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　前記バンプの幅は、前記データラインの幅の１．５倍～２倍であってもよい。
【００１２】
　前記バンプは、有機絶縁物質で構成され、前記有機絶縁物質の誘電率は３．２以下であ
ってもよい。
【００１３】
　前記共通電極部は、前記データラインと平行であってもよい。
【００１４】
　前記第２電極の前記シールド電極部と前記共通電極部との間にはスリットが形成され、
前記スリットの幅は、前記共通電極部の幅より大きくてもよい。
【００１５】
　前記第１基板は、前記ゲートライン及び前記第１電極をカバーするゲート絶縁膜と、前
記データラインをカバーする保護膜と、をさらに含み、前記データラインは、前記ゲート
絶縁膜上に配置され、前記バンプは、前記保護膜上に配置されてもよい。
【００１６】
　前記スリットに対応して、前記ゲート絶縁膜及び前記保護膜には前記第１電極を露出さ
せるオープン部が提供されてもよい。
【発明の効果】
【００１７】
　以上説明したように本発明によれば、透過率を向上させながら、駆動電圧を減少させる
ことが可能な、新規かつ改良された液晶表示装置が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施形態による液晶表示装置のブロック図である。
【図２】図１に図示された画素に対する等価回路図である。
【図３】本発明の一実施形態による液晶表示パネルの平面図である。
【図４】図３に図示された切断線Ｉ－Ｉ’に沿って切断された液晶表示パネルの断面図で
ある。
【図５】図３に図示された切断線ＩＩ－ＩＩ’に沿って切断された液晶表示パネルの断面
図である。
【図６】駆動電圧と透過率との関係を示したグラフである。
【図７】図４に図示された第２基板の平面図である。
【図８】図７に図示された切断線ＩＩＩ－ＩＩＩ’に沿って切断された第２基板の断面図
である。
【図９】本発明の他の実施形態による第１基板の断面図である。
【図１０】本発明の他の実施形態による液晶表示パネルの平面図である。
【図１１】図１０に図示された切断線ＩＶ－ＩＶ’に沿って切断された液晶表示パネルの
断面図である。
【図１２】駆動電圧と透過率との関係を示したグラフである。
【図１３】図１０に図示されたＶ－Ｖ’に沿って切断された液晶表示パネルの断面図であ
る。
【図１４】本発明の他の実施形態による第１基板の平面図である。
【図１５】図１４に図示された切断線ＶＩ－ＶＩ’に沿って切断された第１基板の断面図
である。
【図１６】本発明の他の実施形態による第１基板の断面図である。
【図１７Ａ】図３に図示された第１基板の製造過程を示した平面図である。
【図１７Ｂ】図３に図示された第１基板の製造過程を示した平面図である。
【図１７Ｃ】図３に図示された第１基板の製造過程を示した平面図である。
【図１７Ｄ】図３に図示された第１基板の製造過程を示した平面図である。
【図１７Ｅ】図３に図示された第１基板の製造過程を示した平面図である。
【図１８】本発明の一実施形態による光配向膜の配向方向を示した平面図である。
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【図１９】本発明の他の実施形態による光配向膜の配向方向を示した平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００２０】
　上述した本発明が解決しようとする課題、課題解決手段、及び効果は、添付された図面
に関連する実施形態を通じて容易に理解され得る。各図面は、説明のために一部が簡略さ
れ得る。また、本発明の説明において、関連する公知な構成又は機能に対する詳細な説明
は省略され得る。
【００２１】
　図１は本発明の一実施形態による液晶表示装置のブロック図であり、図２は図１に図示
された画素についての等価回路図である。
【００２２】
　図１を参照すれば、本発明の一実施形態による液晶表示装置１０００は、映像を表示す
る映像表示部３００、前記映像表示部３００を駆動するゲート駆動部４００及びデータ駆
動部５００、および前記ゲート駆動部４００と前記データ駆動部５００との駆動を制御す
るタイミングコントローラ６００を含む。
【００２３】
　前記映像表示部３００は、複数のゲートラインＧ１～Ｇｎ、複数のデータラインＤ１～
Ｄｍ及び複数の画素ＰＸを含む。図２に示したように、前記映像表示部３００は、第１基
板１００、前記第１基板１００と対向する第２基板２００、及び前記第１基板１００と第
２基板２００との間に介在された液晶層２５０からなされた液晶表示パネルを包含し得る
。
【００２４】
　前記複数のゲートラインＧ１～Ｇｎおよび前記複数のデータラインＤ１～Ｄｍは、前記
第１基板１００上に配置される。前記多数のゲートラインＧ１～Ｇｎは、行方向に延長さ
れ、互いに平行に列方向に配列される。前記複数のデータラインＤ１～Ｄｍは、列方向に
延長され、互いに平行に行方向に配列される。
【００２５】
　前記複数の画素の各々、例えばｉ番目（ｉは１以上の整数）のゲートラインＧｉとｊ番
目（ｊは１以上の整数）のデータラインＤｊに連結された画素は、薄膜トランジスターＴ
ｒ及び液晶キャパシターＣｌｃを含む。
【００２６】
　前記薄膜トランジスターＴｒは、前記ｉ番目のゲートラインＧｉに連結されたゲート電
極、前記ｊ番目のデータラインＤｊに連結されたソース電極、及び前記液晶キャパシター
Ｃｌｃに連結されたドレーン電極を具備する。
【００２７】
　前記液晶キャパシターＣｌｃは、前記第１基板１００に配置された第１電極ＰＥおよび
第２電極ＣＥの各々を端子とし、前記液晶層２５０は、誘電体の役割を果たす。前記第１
電極ＰＥは、前記薄膜トランジスターＴｒのドレーン電極と電気的に連結され、前記第２
電極ＣＥは、基準電圧Ｖｃｏｍが印加される。
【００２８】
　一方、前記画素ＰＸの各々は、前記第１電極ＰＥに対応する前記第２基板２００の領域
に配置されて基本色の中の１つを示すカラーフィルター２３０を含む。
【００２９】
　再び、図１を参考すれば、前記タイミングコントローラ６００は、前記液晶表示装置１
０００の外部から複数の映像信号ＲＧＢ及び複数の制御信号ＣＳを受信する。前記タイミ
ングコントローラ６００は、前記データ駆動部５００とのインターフェイス仕様に合うよ
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うに前記映像信号ＲＧＢのデータフォーマットを変換し、変換された映像信号Ｒ’Ｇ’Ｂ
’を前記データ駆動部５００へ提供する。また、前記タイミングコントローラ６００は、
前記複数の制御信号ＣＳに基づいてデータ制御信号Ｄ－ＣＳ、例えば、出力開示信号また
は水平開示信号等、及びゲート制御信号Ｇ－ＣＳ、例えば、垂直開示信号、垂直クロック
信号または垂直クロックバー信号を生成する。前記データ制御信号Ｄ－ＣＳは、前記デー
タ駆動部５００へ提供され、前記ゲート制御信号Ｇ－ＣＳは、前記ゲート駆動部４００へ
提供される。
【００３０】
　前記ゲート駆動部４００は、前記タイミングコントローラ６００から提供される前記ゲ
ート制御信号Ｇ－ＣＳに応答してゲート信号を順次出力する。したがって、前記多数の画
素ＰＸは、前記ゲート信号によって行単位に順次スキャニングされ得る。
【００３１】
　前記データ駆動部５００は、前記タイミングコントローラ６００から提供される前記デ
ータ制御信号Ｄ－ＣＳに応答して前記映像信号Ｒ’Ｇ’Ｂ’をデータ電圧に変換して出力
する。前記出力されたデータ電圧は、前記映像表示部３００へ印加される。
【００３２】
　したがって、画素ＰＸの各々は、前記ゲート信号によってターンオンされ、ターンオン
された前記画素ＰＸは、前記データ駆動部５００から対応するデータ電圧が印加されて望
む階調の映像を表示する。
【００３３】
　図３は、本発明の一実施形態による液晶表示パネルの平面図であり、図４は、図３に図
示された切断線Ｉ－Ｉ’に沿って切断された液晶表示パネルの断面図であり、図５は、図
３に図示された切断線ＩＩ－ＩＩ’に沿って切断された液晶表示パネルの断面図である。
【００３４】
　図３～図５を参照すれば、前記映像表示部３００に含まれる前記液晶表示パネルは、前
記第１基板１００、前記第１基板１００と対向する第２基板２００、及び前記第１基板１
００と前記第２基板２００との間に介在された液晶層２５０を含む。
【００３５】
　前記第１基板１００は、透明なガラス又はプラスチック等で作られた第１絶縁基板１１
０、前記第１絶縁基板１１０上に配置された第１ゲートラインＧｉ－１、第２ゲートライ
ンＧｉ、第１データラインＤｊ及び第２データラインＤｊ＋１を含む。
【００３６】
　前記第１及び第２ゲートラインＧｉ－１、Ｇｉは、第１方向Ａ１に延長され、前記第１
方向Ａ１と直交する第２方向Ａ２に所定の間隔に離隔されて配置される。前記第１及び第
２データラインＤｊ、Ｄｊ＋１は、前記第２方向Ａ２に延長され、前記第１方向Ａ１に所
定の間隔に離隔して配置される。
【００３７】
　前記第１及び第２ゲートラインＧｉ－１、Ｇｉは、前記第１及び第２データラインＤｊ
、Ｄｊ＋１とゲート絶縁膜１２０とによって電気的に絶縁され得る。また、前記第１及び
第２データラインＤｊ、Ｄｊ＋１は、保護膜１３０によってカバーされ得る。
【００３８】
　図３に示したように、前記第１及び第２データラインＤｊ、Ｄｊ＋１の各々は、前記第
１及び第２ゲートラインＧｉ－１、Ｇｉの間の離隔距離の中心地点を貫通する中心線（図
示せず）を基準に対称となるように折曲された形状を有する。
【００３９】
　前記第１絶縁基板１１０の上には、第１電極ＰＥ、薄膜トランジスターＴｒ、及び第２
電極ＣＥが、さらに配置される。具体的には、前記薄膜トランジスターＴｒは、前記第２
ゲートラインＧｉの一部の領域に対応するゲート電極ＧＥ、前記第１データラインＤｊか
ら分岐されたソース電極ＳＥ、及び前記ゲート電極ＧＥの上に前記ソース電極ＳＥと所定
の間隔で離隔して配置されるドレーン電極ＤＥを含む。
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【００４０】
　図５に示したように、前記ゲート電極ＧＥは、２つの電極層が積層された二重膜構造を
有する。前記ゲート電極ＧＥの下部膜Ｍ１は、透明な導電性物質（例えば、インジウムス
ズ酸化物又はインジウムジンク酸化物）から構成され、上部膜Ｍ２はアルミニウム、銅又
はモリブデンのような金属膜から構成される。
【００４１】
　前記第１電極ＰＥは、前記ゲート電極ＧＥの下部膜Ｍ１と同一な物質から構成される。
本発明の一例として、前記第１電極ＰＥは、前記第１及び第２ゲートラインＧｉ－１、Ｇ
ｉ、ならびに第１及び第２データラインＤｊ、Ｄｊ＋１によって定義された画素領域内に
配置され、各画素領域内で１つの筒電極形態に具備される。
【００４２】
　前記ゲート電極ＧＥおよび前記第１電極ＰＥは、ゲート絶縁膜１２０によってカバーさ
れる。前記ゲート絶縁膜１２０の上にはアクティブ層ＡＬが形成され、前記アクティブ層
ＡＬの上には互いに所定の間隔に離隔された第１及び第２オーミックコンタクト層ＯＣ１
、ＯＣ２が形成される。前記第１オーミックコンタクト層ＯＣ１の上には前記ソース電極
ＳＥが配置され、前記第２オーミックコンタクト層ＯＣ２の上には前記ドレーン電極ＤＥ
が配置される。
【００４３】
　前記ソース及びドレーン電極ＳＥ、ＤＥは、前記保護膜１３０によってカバーされる。
前記保護膜１３０には前記ドレーン電極ＤＥを部分的に露出させる第１コンタクトホール
ＣＨ１が形成され、前記第１コンタクトホールＣＨ１に隣接して、前記保護膜１３０及び
前記ゲート絶縁膜１２０が除去されて前記第１電極ＰＥが部分的に露出さされた第２コン
タクトホールＣＨ２が形成される。
【００４４】
　前記保護膜１３０の上には前記第１及び第２コンタクトホールＣＨ１、ＣＨ２を通じて
前記ドレーン電極ＤＥと前記第１電極ＰＥとを電気的に連結させるブリッジ電極ＢＥが配
置される。
【００４５】
　図３及び図４を参照すれば、前記ゲート絶縁膜１２０の上には前記第１及び第２データ
ラインＤｊ、Ｄｊ＋１が前記第２方向Ａ２に長く形成される。前記第１及び第２データラ
インＤｊ、Ｄｊ＋１の各々は、２つの第１及び第２電極層Ｌ１、Ｌ２が積層された二重膜
構造を有する。前記第１及び第２データラインＤｊ、Ｄｊ＋１は、前記保護膜１３０によ
ってカバーされる。
【００４６】
　前記保護膜１３０の上には、前記第１及び第２データラインＤｊ、Ｄｊ＋１に沿って形
成されたバンプ１４０が提供される。本発明の一例として、前記バンプ１４０は、画素単
位に分離され得、また、前記バンプ１４０は、前記第１及び第２データラインＤｊ、Ｄｊ
＋１のようにライン形状に形成され得る。
【００４７】
　また、前記バンプ１４０が前記第１及び第２データラインＤｊ、Ｄｊ＋１の延長方向と
直交する前記第１方向Ａ１に切断された場合、前記バンプ１４０の断面は台形形状であり
得る。前記バンプ１４０の高さを“ｈ１”と称する場合、本発明の一例として、ｈ１は２
μｍ～４μｍの範囲であり得る。
【００４８】
　一方、前記第２電極ＣＥは、前記バンプ１４０をキャッピングするシールド電極部Ｐ１
及び前記第１電極ＰＥの中央に位置する共通電極部Ｐ２を含む。前記シールド電極部Ｐ１
及び前記共通電極部Ｐ２は、前記第１及び第２データラインＤｊ、Ｄｊ＋１に沿って平行
に延長され得る。また、前記シールド電極部Ｐ１と前記共通電極部Ｐ２とは電気的に連結
されて基準電圧（Ｖｃｏｍ、図２に図示される）が印加され得る。
【００４９】
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　前記第２電極ＣＥの前記シールド電極部Ｐ１と前記共通電極部Ｐ２との間にはスリット
ＳＬが形成される。前記共通電極部Ｐ２の幅を“Ｗ１”と称し、前記スリットＳＬの幅を
“Ｗ２”とする場合、前記Ｗ１は前記Ｗ２より小さい。前記Ｗ１は１．５μｍ～３μｍの
範囲内であり、前記Ｗ２は２．０μｍ～４μｍの範囲内であり得る。本発明の一例として
、前記Ｗ１が３μｍである場合、前記Ｗ２は３．５μｍであり得る。
【００５０】
　前記シールド電極部Ｐ１は、前記バンプ１４０の上面と側面とをキャッピングする構造
を有し、前記シールド電極部Ｐ１のエッジは、前記第１電極ＰＥとオーバーラップされる
ように前記保護膜１３０の上に延長される。したがって、前記シールド電極部Ｐ１は、前
記第１電極ＰＥと部分的にオーバーラップし得る。例えば、前記シールド電極部Ｐ１と前
記第１電極ＰＥとがオーバーラップされる幅は、例えば、１．５μｍであり得る。
【００５１】
　本発明の一例として、前記バンプ１４０の前記第１方向Ａ１の幅を“Ｗ３”と称し、前
記第１及び第２データラインＤｊ、Ｄｊ＋１の幅を“Ｗ４”と称する場合、前記Ｗ３は、
Ｗ４の１．５倍～２倍の大きさであり得る。例えば、前記Ｗ３が４μｍである場合、前記
Ｗ４は２μｍであり得る。
【００５２】
　また、前記バンプ１４０は、前記シールド電極部Ｐ１と前記第１及び第２データライン
Ｄｊ、Ｄｊ＋１との間のキャパシタンスを低くするために、低誘電率（例えば、３．２以
下の誘電率）を有する有機絶縁物質からなり得る。また、上述したように前記バンプ１４
０が前記シールド電極部Ｐ１でキャッピングされることによって、前記第１及び第２デー
タラインＤｊ、Ｄｊ＋１による電界を遮蔽することができ、その結果、前記第１及び第２
データラインＤｊ、Ｄｊ＋１の付近で液晶分子の誤動作が発生することを防止することが
可能となる。
【００５３】
　また、前記シールド電極部Ｐ１は、前記バンプ１４０の上面及び側面に沿って形成され
て前記第２基板２００側に突出された構造を有する。このため、前記バンプ１４０の側面
上に位置する前記シールド電極部Ｐ１と前記第１電極ＰＥとの間に形成される電界によっ
て、前記第２基板２００側に隣接する液晶分子の制御が容易になる。したがって、前記液
晶表示パネルの透過率が上昇し、前記液晶分子を駆動するための駆動電圧が増加されるこ
とを防止することが可能となる。
【００５４】
　図６は、駆動電圧と透過率との関係を示したグラフである。なお、図６の第１グラフＧ
１は、従来パネル構造における駆動電圧による透過率の変化を示し、第２グラフＧ２は、
図３に図示されたパネル構造における駆動電圧による透過率の変化を示す。
【００５５】
　図６に示したように、同一駆動電圧での透過率を比較した場合、前記バンプ１４０の上
面及び側面に前記シールド電極部Ｐ１を形成して液晶分子を制御する図３のパネル構造は
、従来のパネル構造に比べて透過率が高い。したがって、図３のパネル構造は、従来パネ
ル構造に比べて低い駆動電圧を用いて、所望の透過率を得ることが可能である。その結果
、透過率を向上させ得、消費電力を低減することが可能となる。
【００５６】
　再び図４を参照すれば、前記第２基板２００は、透明なガラス又はプラスチック等で作
られた第２絶縁基板２１０、前記第２絶縁基板２１０上に配置された複数のカラーフィル
ター２３０、及び互いに隣接するカラーフィルター２３０の間の領域に配置されたブラッ
クマトリックス２２０を含む。互いに隣接する２つのカラーフィルター２３０は、前記ブ
ラックマトリックス２２０上部で所定の間隔に離隔される。離隔された部分による段差を
除去するために、前記第２基板２００は、前記カラーフィルター２３０及び前記ブラック
マトリックス２２０をカバーするオーバーコーティング層２４０をさらに含む。
【００５７】
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　前記第２基板２００は、前記第１基板１００と対向して結合し、前記第１及び第２基板
１００、２００の間には、液晶層２５０が介在される。前記映像表示部３００のセルギャ
ップを“ｄ１”と称し、前記バンプ１４０の高さを“ｈ１”と称する場合、前記ｄ１はｈ
１より大きい。本発明の一例として、前記ｄ１が４μｍである場合、前記ｈ１は３μｍで
あり得る。
【００５８】
　前記画素ＰＸへ前記第２ゲートラインＧｉを通じて前記ゲート信号が印加されると、前
記ゲート信号に応答して前記薄膜トランジスターＴｒがターンオンされる。前記第１デー
タラインＤｊへ印加されたデータ電圧は、前記ターンオンされた薄膜トランジスターＴｒ
の前記ドレーン電極ＤＥへ出力されて前記第１電極ＰＥへ印加される。前記データ電圧は
、前記液晶層２５０の液晶分子を制御する駆動電圧である。
【００５９】
　前記データ電圧が印加された前記第１電極ＰＥは、前記基準電圧Ｖｃｏｍが印加される
前記第２電極ＣＥと共に電界を生成することによって、前記第１電極ＰＥと前記第２電極
ＣＥとの上に位置する前記液晶層２５０の液晶分子の方向を決定する。このように決定さ
れた液晶分子の方向に沿って液晶層２５０を通過する光が偏光され得る。
【００６０】
　前記第１電極ＰＥおよび前記第２電極ＣＥは、前記液晶層２５０を誘電体として液晶キ
ャパシターＣｌｃ（図１に図示される）を構成して、前記薄膜トランジスターＴｒがター
ンオフされた後にも印加された電圧を維持する。
【００６１】
　以下、図７及び図８を参照して、前記映像表示部３００のセルギャップの維持構造につ
いて説明する。
【００６２】
　図７は、図４に図示された第２基板の平面図であり、図８は、図７に図示された切断線
ＩＩＩ－ＩＩＩ’に沿って切断された第２基板の断面図である。
【００６３】
　図７及び図８を参照すれば、前記第２絶縁基板２１０の上にはブラックマトリックス２
２０が提供される。前記ブラックマトリックス２２０には、前記第１絶縁基板１１０の複
数の画素領域に各々に対応して開口された複数の開口部２２１が形成される。
【００６４】
　前記複数の開口部２２１に対応して、前記第２絶縁基板２１０の上にはレッド、グリー
ン、及びブルーの色画素Ｒ、Ｇ、Ｂが提供される。前記レッド、グリーン、及びブルーの
色画素Ｒ、Ｇ、Ｂは、前記第１方向Ａ１に順次配置される。隣接する２つの色画素は、一
部領域を除いて、前記第１方向Ａ１に所定の間隔で離隔されて配置される。
【００６５】
　前記隣接する２つの色画素は、前記一部領域で互いにオーバーラップされ得る。本発明
の一例として、前記２つの色画素がオーバーラップされた領域は、前記ブラックマトリッ
クス２２０が形成された領域内に位置し得る。前記第２基板２００で前記２つの色画素が
オーバーラップされて突出された部分を重畳部ＯＬＰと定義する場合、前記カラーフィル
ター層２３０をカバーする前記オーバーコーティング層２４０は、前記重畳部ＯＬＰに沿
って突出された形状を有する。
【００６６】
　したがって、前記第２基板２００には、前記重畳部ＯＬＰと前記オーバーコーティング
層２４０とで構成され前記第１基板１００側に突出した突出部ＰＰが提供される。前記突
出部ＰＰは、前記ブラックマトリックス２２０と前記第１基板１００の前記バンプ１４０
との間に介在され、前記バンプ１４０の上面上に位置する層と接触する。したがって、前
記映像表示部３００のセルギャップは、前記突出部ＰＰ及び前記バンプ１４０によって決
定され得る。
【００６７】



(10) JP 2014-191348 A 2014.10.6

10

20

30

40

50

　なお、前記映像表示部３００のセルギャップを“ｄ１”と称し、前記バンプ１４０の高
さを“ｈ１”と称し、前記突出部ＰＰの高さを“ｈ２”と称し、前記シールド電極部Ｐ１
の厚さを“ｔ１”と称する場合、前記ｄ１はｈ１、ｈ２、及びｔ１の合計であると定義さ
れ得る。
【００６８】
　図示していないが、前記第１及び第２基板１００、２００に各々に配向膜が提供される
場合、前記セルギャップｄ１は、ｈ１、ｈ２、及びｔ１の合計に前記配向膜の厚さを加算
した値として定義され得る。
【００６９】
　図７に示したように、前記第２基板２００の正面で見る時、前記突出部ＰＰは、楕円形
又は円形のドット形態で提供され得る。しかし、前記突出部ＰＰの形態は、上の形状に限
定されず、多様に変形され得る。
【００７０】
　このように、セルギャップが前記バンプ１４０と突出部ＰＰによって決定されると、セ
ルギャップを維持するための別途のスペーサーが不要になり、前記映像表示部３００を製
造する過程でスペーサーを形成する工程が省略されるので、製造工程を単純化することが
可能となる。
【００７１】
　図９は、本発明の他の実施形態による第１基板の断面図である。なお、図９に図示され
た構成要素の中で図４に図示された構成要素と実質的に同一である構成要素に対しては、
同一の符号を付し、それに対する具体的な説明は省略する。
【００７２】
　図９を参照すれば、第２電極ＣＥのシールド電極部Ｐ１と共通電極部Ｐ２との間には、
スリットＳＬ（図４に図示される）が提供される。前記スリットＳＬに対応して、前記ゲ
ート絶縁膜１２０及び前記保護膜１３０には、前記第１電極ＰＥを部分的に露出させるた
めのオープン部ＯＰが提供される。前記オープン部ＯＰの深さｄｐ１は、前記ゲート絶縁
膜１２０及び前記保護膜１３０の各々の厚さによって決定され、本発明の一例として、前
記オープン部ＯＰの深さｄｐ１は、例えば、０．６μｍであり得る。
【００７３】
　このように、前記スリットＳＬに対応して前記オープン部ＯＰが提供されると、前記ス
リットＳＬに対応する前記第１電極ＰＥの一部分が露出される。したがって、前記第２電
極ＣＥ上に配向膜（図示せず）が形成される場合、前記配向膜は、前記オープン部ＯＰを
通じて露出された前記第１電極ＰＥと直接的に接触し得る。したがって、前記配向膜の表
面に不純物イオン等の電荷蓄積を防止することが可能となり、その結果、殘像が発生する
ことを防止することが可能となる。
【００７４】
　図１０は、本発明の他の実施形態による液晶表示パネルの平面図であり、図１１は、図
１０に図示された切断線ＩＶ－ＩＶ’に沿って切断された液晶表示パネルの断面図である
。なお、図１０及び図１１に図示された構成要素の中で図３乃至図７に図示された構成要
素と実質的に同一である構成要素に対しては、同一の符号を付し、それに対する具体的な
説明は省略する。
【００７５】
　図１０及び図１１を参照すれば、前記共通電極部Ｐ２の直下部には、前記第２基板２０
０側に突出された突出バー１５０が配置される。前記突出バー１５０は、前記第１及び第
２データラインＤｊ、Ｄｊ＋１に沿って、延長されたバー形状で形成される。前記突出バ
ー１５０は、図１０に示したように１つの画素単位に分離され得、他の実施形態では、前
記突出バー１５０は、前記第１及び第２データラインＤｊ、Ｄｊ＋１と同様にライン形状
に形成され得る。
【００７６】
　また、前記突出バー１５０は、前記第１及び第２データラインＤｊ、Ｄｊ＋１と直交す
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る前記第１方向Ａ１に切断された場合、前記突出バー１５０の切断面は、半楕円、又は半
円の形状であり得る。
【００７７】
　前記共通電極部Ｐ２の前記第１方向Ａ１の幅を“Ｗ１”と称し、前記突出バー１５０の
前記第１方向Ａ１の幅を“Ｗ６”と称する場合、前記Ｗ１は前記Ｗ６より大きい。本発明
の一例として、前記Ｗ１が３μｍである場合、前記Ｗ６は２μｍであり得る。
【００７８】
　また、前記バンプ１４０の高さを“ｈ１”と称し、前記突出バー１５０の高さを“ｈ３
”と称する場合、前記ｈ３は前記ｈ１より小さい。本発明の一例として、前記ｈ１は３μ
ｍであり、前記ｈ３は１μｍであり得る。
【００７９】
　水平電界モード液晶表示パネルでは、前記第１及び第２電極ＰＥ、ＣＥが全て前記第１
基板１００側に位置するため、前記第２基板２００側に隣接する液晶分子の制御が難しく
、これを解決するために駆動電圧を増加させると、消費電力が上昇するという問題が発生
し得る。
【００８０】
　しかし、前記共通電極部Ｐ２の下部に前記突出バー１５０が形成されることにより、前
記共通電極部Ｐ２は、前記第２基板２００側に突出された構造を有し得る。このように、
前記共通電極部Ｐ２が前記第２基板２００側に突出されると、前記第２基板２００側に隣
接する液晶分子の制御が容易になり、それによって、駆動電圧の増加を防止して消費電力
を低減することが可能となる。
【００８１】
　上記の理由によって、前記突出バー１５０の高さｈ３が高いほど、前記第２基板２００
側液晶分子の制御が容易になるが、前記突出バー１５０の幅Ｗ６が制限されるため、前記
突出バー１５０の高さｈ３を前記バンプ１４０の高さｈ１以上に増加させることは難しい
。したがって、前記突出バー１５０の高さｈ３は前記バンプ１４０の高さｈ１より小さい
。
【００８２】
　本発明の一例として、前記突出バー１５０は、前記保護膜１３０上に配置され、前記バ
ンプ１４０と実質的に同一な物質で、実質的に同一の工程を通じて形成され得る。
【００８３】
　図１２は、駆動電圧と透過率との関係を示したグラフである。なお、図１２の第１グラ
フＧ１は、従来パネル構造における駆動電圧による透過率の変化を示し、第２グラフＧ２
は、図３に図示されたパネル構造における駆動電圧による透過率の変化を示し、第３グラ
フＧ３は、図１０に図示されたパネル構造における駆動電圧による透過率の変化を示す。
【００８４】
　図１２に示したように、同一駆動電圧での透過率を比較した場合、前記バンプ１４０の
上面及び側面に前記シールド電極部Ｐ１が形成されて液晶分子を制御する図３のパネル構
造は、従来のパネル構造に比べて透過率が高い。そして、前記共通電極部Ｐ２の直下部に
前記突出バー１５０が形成されて液晶分子を制御する構造は、従来のパネル構造及び図３
のパネル構造に比べて透過率が高い。
【００８５】
　したがって、図１０に図示されたパネル構造は、従来パネル構造に比べて低い駆動電圧
を用いて所望の透過率を得ることが可能である。その結果、透過率を向上させ得、消費電
力を低減することが可能となる。
【００８６】
　図１３は、図１０に図示されたＶ－Ｖ’に沿って切断された液晶表示パネルの断面図で
ある。図１３を参照すれば、互いに隣接する２つの色画素は、前記一部領域で互いにオー
バーラップされ得る。本発明の一例として、前記２つの色画素がオーバーラップされた領
域は、前記ブラックマトリックス２２０が形成された領域内に位置し得る。前記第２基板
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２００で前記２つの色画素がオーバーラップされて突出された部分を重畳部ＯＬＰと定義
する場合、前記カラーフィルター層２３０上に形成される前記オーバーコーティング層２
４０は、前記重畳部ＯＬＰに沿って突出された形状であり得る。
【００８７】
　したがって、前記第２基板２００には、前記重畳部ＯＬＰと前記オーバーコーティング
層２４０とから構成されて前記第１基板１００側に突出された突出部ＰＰが提供される。
前記突出部ＰＰは、前記ブラックマトリックス２１０と前記第１基板１００の前記バンプ
１４０との間に介在され、前記バンプ１４０の上面上に位置する層と接触する。したがっ
て、前記映像表示部３００のセルギャップは、前記突出部ＰＰ及び前記バンプ１４０によ
って決定され得る。
【００８８】
　このように、セルギャップが前記バンプ１４０と突出部ＰＰによって決定されると、セ
ルギャップを維持するための別途のスペーサーが不要になり、前記映像表示部３００を製
造する過程でスペーサーを形成する工程が省略されるので、製造工程を単純化することが
可能となる。
【００８９】
　図１４は、本発明の他の実施形態による第１基板の平面図であり、図１５は、図１４に
図示された切断線ＶＩ－ＶＩ’に沿って切断された第１基板の断面図である。
【００９０】
　図１４及び図１５を参照すれば、前記第１電極ＰＥの直下部には、前記第２基板２００
側に突出された第１及び第２突出バー１６１、１６２が、前記第１方向Ａ１に互いに所定
の間隔に離隔されて配置される。本発明の一例として、前記第１及び第２突出バー１６１
、１６２の各々は、前記第２電極ＣＥに形成されるスリット部ＳＬに対応して提供され得
る。前記スリットＳＬの前記第１方向Ａ１の幅を“Ｗ２”と称し、前記第１及び第２突出
バー１６１、１６２の各々の前記第１方向Ａ１の幅を“Ｗ７”と称する場合、前記Ｗ２は
前記Ｗ７より大きい。本発明の一例として、前記Ｗ２が３．５μｍである場合、前記Ｗ７
は２μｍであり得る。
【００９１】
　また、前記第１及び第２突出バー１６１、１６２は、前記第１及び第２データラインＤ
ｊ、Ｄｊ＋１に沿って、延長されたバー形状に形成される。前記第１及び第２突出バー１
６１、１６２は、図１２に示したように、１つの画素単位に分離され得、他の実施形態で
は、前記第１及び第２突出バー１６１、１６２は、前記第１及び第２データラインＤｊ、
Ｄｊ＋１と同様にライン形状に形成され得る。
【００９２】
　前記第１及び第２突出バー１６１、１６２は、前記第１及び第２データラインＤｊ、Ｄ
ｊ＋１と直交する前記第１方向Ａ１に切断された場合、前記第１及び第２突出バー１６１
、１６２の切断面は、半楕円又は半円の形状であり得る。本発明の一例として、前記第１
及び第２突出バー１６１、１６２は、前記第１絶縁基板１１０上に配置され得、有機絶縁
物質から構成され得る。
【００９３】
　前記第１電極ＰＥ下部に前記第１及び第２突出バー１６１、１６２が形成されると、前
記第１電極ＰＥは、前記第２基板２００側に突出された構造を有し得る。このように、前
記第１電極ＰＥが前記第２基板２００側に突出されると、前記第２基板２００側に隣接す
る液晶分子の制御が容易になり、それによって駆動電圧の増加を防止して消費電力を低減
することが可能となる。
【００９４】
　図１６は、本発明の他の実施形態による第１基板の断面図である。図１６を参照すれば
、前記第１電極ＰＥの直下部には、前記第２基板２００側に突出された第１乃至第３突出
バー１６１、１６２、１６３が、前記第１方向Ａ１に互いに所定の間隔に離隔されて配置
される。本発明の一例として、前記第１及び第２突出バー１６１、１６２の各々は、前記
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第２電極ＣＥに形成されるスリットＳＬに対応して提供され、前記第３突出バー１６３は
、前記共通電極部Ｐ２に対応して提供され得る。
【００９５】
　前記第１及び第２突出バー１６１、１６２の各々の前記第１方向の幅を“Ｗ７”と称し
、前記第３突出バー１６３の前記第１方向の幅を“Ｗ８”と定義する場合、Ｗ７はＷ８よ
り大きい。本発明の一例として、前記Ｗ７は２μｍであり、前記Ｗ８は１．５μｍであり
得る。
【００９６】
　前記第１～第３突出バー１６１、１６２、１６３は、前記第１絶縁基板１１０と前記第
１電極ＰＥとの間に介在される。前記第１及び第２突出バー１６１、１６２によって、前
記第１電極ＰＥは前記第２基板２００側に突出され、前記第３突出バー１６３によって。
前記共通電極部Ｐ２は前記第２基板２００側に突出される。したがって、前記第２基板２
００側に隣接する液晶分子の制御が容易になり、それによって駆動電圧の増加を防止して
消費電力を低減することが可能となる。
【００９７】
　図１７Ａ～図１７Ｅは、図３及び図４に図示された第１基板の製造過程を示した平面図
である。図１７Ａを参照すれば、前記第１絶縁基板１１０上に第１及び第２金属膜が順次
形成され、第１マスクを通じて前記第１及び第２金属膜がパターニングされて前記第１絶
縁基板１１０上に第１及び第２ゲートラインＧｉ－１、Ｇｉ、第１電極ＰＥが形成される
。前記第１及び第２金属膜のうちの一方はインジウムスズ酸化物のような透明性導電物質
から構成され、他方はアルミニウムＡＬもしくはアルミニウム合金等アルミニウム系列金
属、銀Ａｇもしくは銀合金等銀系列金属、銅Ｃｕもしくは銅合金等銅系列金属、モリブデ
ンＭｏもしくはモリブデン合金等モリブデン系列金属、クロムＣｒ、タンタルＴａ及びチ
タニウムＴｉ等から構成され得る。
【００９８】
　前記第１及び第２ゲートラインＧｉ－１、Ｇｉは、前記第１及び第２金属膜が順次積層
された二重膜構造を有する反面、前記第１電極ＰＥは、前記第１及び第２金属膜の中で透
明性を有する膜で構成された単一膜構造を有する。
【００９９】
　図示していないが、前記第１及び第２ゲートラインＧｉ－１、Ｇｉ及び前記第１電極Ｐ
Ｅは、ゲート絶縁膜１２０によってカバーされる。前記ゲート絶縁膜１２０は、シリコン
窒化物ＳｉＮｘ又はシリコン酸化物ＳｉＯｘで構成され得る。
【０１００】
　図１７Ｂを参照すれば、前記ゲート絶縁膜１２０の上には、第３及び第４金属膜が順次
形成され、第２マスクを利用して前記第３及び第４金属膜がパターニングされてソース電
極ＳＥ、ドレーン電極ＤＥ、前記第１及び第２データラインＤｊ、Ｄｊ＋１が形成される
。前記第３金属膜は、モリブデン、クロム、タンタル、及びチタニウム等から構成され得
、前記第４金属膜は、銅等から構成され得る。
【０１０１】
　前記ソース電極ＳＥ及び前記ドレーン電極ＤＥと対向する前記第１及び第２ゲートライ
ンＧｉ－１．Ｇｉの各々の一部領域が、ゲート電極ＧＥであると定義され得る。
【０１０２】
　また、図示していないが、水素化非晶質シリコン（ｈｙｄｒｏｇｅｎａｔｅｄ　ａｍｏ
ｒｐｈｏｕｓ　ｓｉｌｉｃｏｎ）、多結晶シリコン（ｐｏｌｙｓｉｌｉｃｏｎ）又は酸化
物半導体等から構成された半導体層ＡＬ（図４に図示される）及び第１及び第２オーミッ
クコンタクト層ＯＣ１、ＯＣ２（図４に図示される）が、ゲート電極ＧＥとソース電極Ｓ
Ｅとの間、前記ゲート電極ＧＥとドレーン電極ＤＥとの間に形成され得る。
【０１０３】
　なお、前記半導体層ＡＬと前記第１及び第２オーミックコンタクト層ＯＣ１、ＯＣ２と
は、前記第２マスクを通じて前記第３金属膜がパターニングされる過程で形成され得る。
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これにより、前記薄膜トランジスターＴｒが完成する。
【０１０４】
　図示していないが、前記ソース電極ＳＥ、前記ドレーン電極ＤＥ、前記第１及び第２デ
ータラインＤｊ、Ｄｊ＋１は、保護膜１３０によってカバーされる。
【０１０５】
　図１７Ｃを参照すれば、前記保護膜１３０の上に低い誘電率（例えば、３．０以下の誘
電率）を有する有機絶縁物質が形成される。その後、第３マスクを利用して前記有機絶縁
物質がパターニングされると、前記第１及び第２データラインＤｊ、Ｄｊ＋１に沿って、
バンプ１４０が形成される。本発明の一例として、前記バンプ１４０は、画素単位に分離
され得、また、前記バンプ１４０は、前記第１及び第２データラインＤｊ、Ｄｊ＋１のよ
うにライン形状に形成され得る。
【０１０６】
　図１７Ｄを参照すれば、第４マスクを利用して前記保護膜１３０がパターニングされる
と、前記保護膜１３０には、前記ドレーン電極ＤＥを露出させるための第１コンタクトホ
ールＣＨ１及び前記第１電極ＰＥを露出させるための第２コンタクトホールＣＨ２が形成
される。その後、前記保護膜１３０及び前記バンプ１４０上に、透明な導電物質が形成さ
れ、第５マスクを利用して前記導電物質がパターニングされると、第２電極ＣＥ及びブリ
ッジ電極ＢＥが形成される。
【０１０７】
　図１７Ｅを参照すれば、前記第２電極ＣＥは、前記バンプ１４０をキャッピングするシ
ールド電極部Ｐ１及び前記第１電極ＰＥの中央に位置する共通電極部Ｐ２を含む。前記シ
ールド電極部Ｐ１及び前記共通電極部Ｐ２は、前記第１及び第２データラインＤｊ、Ｄｊ
＋１に沿って平行に延長され得る。
【０１０８】
　前記第２電極ＣＥの前記シールド電極部Ｐ１と前記共通電極部Ｐ２との間には、スリッ
トＳＬが形成される。前記シールド電極部Ｐ１は、前記バンプ１４０の上面及び側面をキ
ャッピングする構造を有し、前記シールド電極部Ｐ１のエッジは、前記第１電極ＰＥとオ
ーバーラップされる。
【０１０９】
　前記ブリッジ電極ＢＥは、前記第１コンタクトホールＣＨ１を通じて前記ドレーン電極
ＤＥと直接的に接触し、前記第２コンタクトホールＣＨ２を通じて前記第１電極ＰＥと直
接的に接触する。したがって、前記ドレーン電極ＤＥと前記第１電極ＰＥとは、前記ブリ
ッジ電極ＢＥを通じて互いに電気的に連結され得る。
【０１１０】
　図１８は、本発明の一実施形態による光配向膜の配向方向を示した平面図であり、図１
９は、本発明の他の実施形態による光配向膜の配向方向を示した平面図である。
【０１１１】
　図１８及び図１９を参照すれば、前記第２電極ＣＥの上には配向膜が提供される。前記
配向膜は、光（例えば、ＵＶ又はレーザー）の照射によって分解（ｄｅｃｏｍｐｏｓｉｔ
ｉｏｎ）、二量体化反応（ｄｉｍｅｒｉｚａｔｉｏｎ）または異性化反応（ｉｓｏｍｅｒ
ｉｚａｔｉｏｎ）のうちの１つの反応が起こる高分子物質を包含し得る。また、前記配向
膜は、オリゴマーシンナマートおよび高分子系シンナマートの混合（ｂｌｅｎｄ）で構成
され得る。
【０１１２】
　前記配向膜は、ラビング工程を通じて配向されず、光によって配向される。光配向プロ
セスでは、前記配向膜の下部膜構造を平坦化させる工程が不要である。したがって、前記
バンプ１４０によって前記第１基板１００が平坦化されなくとも配向不良が発生しない。
【０１１３】
　図１８に示したように、前記液晶分子２５１がポジティブ形液晶分子である場合、前記
配向膜は、前記第１及び第２データラインＤｊ、Ｄｊ＋１が延長された第２方向Ａ２に光
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配向処理される。
【０１１４】
　図１９に示したように、前記液晶分子２５１がネガティブ形液晶分子である場合、前記
配向膜は、前記第１及び第２ゲートラインＧｉ－１、Ｇｉが延長された前記第１方向Ａ１
に光配向処理される。
【０１１５】
　このように、本発明によれば、データラインにしたがってバンプが形成され、その上に
シールド電極部がキャッピングされることによって、液晶分子の制御が容易となり、その
結果、透過率が向上され、消費電力を低減することが可能となる。また、色画素によって
提供される第２基板側突出部と第１基板のバンプとによってセルギャップが決定されるの
で、セルギャップを維持するための別途のスペーサーが不要になり、スペーサーを形成す
る工程を省略できるので、製造工程の単純化が可能となる。
【０１１６】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【符号の説明】
【０１１７】
　１００　　第１基板
　１１０　　第１絶縁基板
　１２０　　ゲート絶縁膜
　１３０　　保護膜
　１４０　　バンプ
　１５０　　突出バー
　１６１　　第１突出バー
　１６２　　第２突出バー
　１６３　　第３突出バー
　２００　　第２基板
　２１０　　第２絶縁基板
　２２０　　ブラックマトリックス
　２３０　　カラーフィルター層
　２４０　　オーバーコーティング層
　２５０　　液晶層
　３００　　映像表示部
　４００　　ゲート駆動部
　５００　　データ駆動部
　６００　　タイミングコントローラ
　１０００　表示装置
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电极P2包括施加有基准电压的第二电极CE，面对第一绝缘基板110的第
二绝缘基板210和第二绝缘基板210。 参照图2，第二基板200包括：滤
色器层230，其包括布置在绝缘基板210上的多个彩色像素；液晶层
250，介于第一基板100和第二基板200之间， 包括液晶显示装置。 [选
择图]图8

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/bede8638-fbca-43ba-8132-03d902b6a673
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/051620523/publication/JP2014191348A?q=JP2014191348A

